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輸入貨物に係る関税評価上の取扱い等に関する照会 
 

業務委託契約に基づき支払われる手数料の取扱いについて 

 

照 会 

照

会

内

容

等 

① 輸入貨物の品名 機械（税表分類：第８４類） 

② 照会の趣旨 
輸入貨物に係る業務委託手数料について、関税評価上の取扱いを

照会するもの。 

③ 取引の概要及び関

税評価に関する照会

者の見解とその理由 

別紙１のとおり。 

④ 関係する法令条項等 関税定率法第４条第１項本文、第２号イ、第３号イ及び第３項 

⑤ 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 

 

回 答 

回答年月日 令和３年１０月２８日 回答者 大阪税関業務部首席関税評価官 

回

答

内

容 

別紙２のとおり。 

ただし、次のことを申し添えます。 

 

(1) 回答内容は、あくまで照会に係る事実関係を前提としたものであり、具体的な事例において

異なる事実がある場合や新たな事実が生じた場合には、回答内容と異なる課税関係が生ず

ることがあります。 

(2) 回答内容は、税関としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではあり

ませんのでご留意ください。 
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別紙１（照会） 

 

１．取引形態図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

２．取引の概要 

本邦所在の輸入者であるＡ社（以下「輸入者」という。）はＥ国所在の製造者であるＢ社（以下「輸出

者」という。）との間で委託加工契約を締結し本邦から無償で提供した材料を加工させ、当該加工によっ

て出来上った製品である機械（以下「輸入貨物」という。）を CIF取引条件で輸入しています。 

輸入貨物を輸入するにあたり輸入者は、本邦所在のＸ社と業務委託契約を締結しています。なお、輸

出者は輸入者と特殊関係にありますが、取引価格への影響はありません。 

 

（１）輸入者は、価格・数量・品質・納期等に係る要望を電子メール等により輸出者に連絡し、交渉し   

ます。輸入者の要望に従い輸出者が見積書を提出し、納期等を確認した後に委託加工契約を締結し

ます。その後、輸入者は正式な注文書（以下、「PO」という。）を電子メールに添付し輸出者宛に送

付します。輸入者は無償支給材料の輸出をするために、Ｘ社へ連絡し材料を通関業者倉庫へ納めま

す。Ｘ社はこの連絡をもって、船の予約、コンテナ詰め、海上保険付与、輸出通関などの手配を輸

入者との業務委託契約に基づき通関業者と共に進めます。輸入者はＸ社に対し、Ｘ社立替の海上運

賃・船積諸掛・海上保険料・通関業者手配料、及び業務委託手数料を支払います。 

 

（２）業務委託契約により、輸入者が無償支給材料の輸出手続きに関してＸ社に委託している業務内容 

は、以下の通りです。 

 ①船の予約手配と輸入者へのスケジュール案内 

 ②輸入者からの支給品の明細の入手 

 ③輸出用インボイス、P/Lの作成 

 ④通関業者への輸出通関依頼 

 ⑤海上保険の手配 

輸入者 

Ａ社 

（本邦） 

輸出者 

Ｂ社 

（Ｅ国） 

通関業者 

（本邦） 

貨物代金、部品代金 

 

輸入貨物、仕入書（CIF） 

業務受託者 

Ｘ社 

（本邦） 

業
務
委
託
契
約 

手数料、 

通関費用 

輸入通関

関係書類 

委託加工契約 

通関費用 通関依頼 

PO、無償支給材料 

輸出通関 

関係書類 

輸出通関 

関係書類 
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 ⑥輸出用インボイス、P/L及び B/Lの輸入者へのメール送付 

 ⑦船会社・通関業者からの請求書入手、支払 

 ⑧海上運賃、船積諸掛、海上保険料の輸入者への請求 

Ｘ社は輸出用インボイス・P/L を作成し、B/L 及び保険証書と共に電子メールにて輸入者へ送付

します。輸入者はこれら書類一式を輸出者へ送付します。 

なおＸ社は、契約書に記載されている上記業務内容の他にも、無償支給材料の通関業者倉庫入庫

後の到着受領報告及び重量等入庫明細の記載内容確認を行っています。 

 

（３）輸出者は、完成品の最終数量・品質管理用ロット番号・出荷予定等を電子メールにより輸入者に

報告します。輸出者は自ら手配した船のスケジュールに従い、商品を工場でコンテナ詰めし港倉庫

へ出荷、同時に作成した輸入用インボイス・P/L を輸入者へ送付します。輸入者は輸入通関と無償

支給材料の価格計算を依頼する為にＸ社へ連絡し、輸入用インボイス・P/L 等を渡します。Ｘ社は

この連絡をもって、輸入申告価格の計算、希望納期によるコンテナ運送手配などの手配を通関業者

と共に進めます。B/L と保険証書は輸出者より出荷後直ちに輸入者へ届き、輸入者からＸ社に電子

メールにて送付されます。 

Ｘ社に対する支払は、Ｘ社立替の輸入通関費用、輸入諸掛費用及び本邦運送費用と業務委託手数

料に対して発生します。 

 

（４）業務委託契約により、輸入者がＸ社に委託している輸入貨物の輸入手続きに関する業務内容は、

以下の通りです。 

 ①輸出者からの船積書類の入手（ただし、Ｅ国からの船の手配を除く。） 

 ②入港スケジュールの確認と輸入者への案内 

 ③製品に対応する支給品の数量・金額の算出 

 ④輸入申告時の評価申告のための計算書作成 

 ⑤通関業者への輸入通関依頼 

 ⑥輸入者への納入手配 

⑦海上保険の手配 

 ⑧船会社、通関業者からの請求書入手、支払 

⑨海上運賃、通関諸掛、海上保険料の輸入者への請求 

なお、業務委託契約書締結時より数年経過し、当該契約記載内容のうち、「①輸出者からの船積み

書類の入手（ただし、Ｅ国からの船の手配を除く。）」が変更となり、輸入者が船積み書類を輸出者

から入手し、Ｘ社へ転送しています。また、「⑦海上保険の手配」、「⑧船会社、通関業者からの請求

書入手、支払」のうち船会社からの請求書入手、支払業務及び「⑨海上運賃、通関諸掛、海上保険

料の輸入者への請求」のうち通関諸掛の請求以外については、CIF 取引に変更したため、現在は業

務委託内容から外れています。 

無償支給材料の輸出も輸入取引も、輸入者及び輸出者の計算と危険負担により行われており、Ｘ

社が危険負担を負う事はなく、輸出者とＸ社との間に輸入貨物の取引に係る業務委託関係及び代理

関係等もありません。加えてＸ社が輸出者から手数料を受領している事実もありません。輸入者は

輸出者とのコミュニケーションを円滑に行うこと及びスムーズに貿易業務を行う事を目的として

Ｘ社に業務委託しているのであって、Ｘ社に業務委託しなくても輸出者との委託加工に基づく取引

を成立させることは可能ですが、輸入通関時の評価申告での利便性を考慮し、Ｘ社に業務委託して

います。 

 

（５）業務委託契約の履行に伴う対価については、以下の通りです。 

輸入者は、上記（２）及び（４）の業務の対価（業務委託手数料）として、業務委託契約に基づ

き、Ｘ社が本業務を履行する為に要した経費（運送関連費用等）は実費払い、また毎船ごとに５万

円プラス消費税を都度、支払っています。なお、この内、運送関連費用等とは、主として国内運送

等で発生した費用ですが、一部アライバルノーティスで請求される FAF、YAS 等の割増料金が含ま

れているため、当該割増料金のうち本邦輸入港に到着するまでの費用については、輸入港までの運

賃等として輸入貨物の課税価格に算入して申告しています。 
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３．関税評価に関する照会者の見解 

輸入者と輸出者は、輸入貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不 

良債権等の危険を負担する者であることから、輸入者と輸出者による取引となります。 

当該取引においては、Ｘ社は、輸入者と締結した業務委託契約に基づき、輸入者の指示により輸入

者の代理として当該取引に関する通関業務を行う手助けをしている者であることから、当該契約のう

ち輸入業務に関して支払われる対価の額は、関税定率法第４条第１項第２号イの「仲介料その他の手

数料」に該当せず、課税価格に算入する必要はないものと考えます。 

 一方、輸出に関してＸ社に支払う手数料は、関税定率法第４条第１項第３号イの無償提供材料に係

る費用の一部として、課税価格に算入する必要があると考えます。 
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別紙２（回答） 
 

【回答内容】 

輸入者がＸ社に支払う業務委託手数料のうち、Ｅ国への無償支給材料の輸出に係る業務に対する手数

料については、輸入者が関税定率法第４条第１項第３号イに規定されている「輸入貨物に組み込まれて

いる材料、部分品又はこれらに類するもの」を輸出者に提供するために要した運賃、保険料その他の費

用であって買手により負担されるものに該当することから輸入貨物の課税価格に算入されます。 

 一方、Ｅ国からの輸入貨物の輸入に係る業務に対する手数料については、関税定率法第４条第１項第

２号に規定されている「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される手数料又は費用」には該

当しないことから輸入貨物の課税価格に算入されません。 

 

【理由】 

 

１．関係法令等 

（１）関税定率法（以下「法」という。）第４条第１項本文において、輸入貨物の課税標準となる

価格（以下「課税価格」という。）は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、

当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払

われた又は支払われるべき価格（以下「現実支払価格」という。）に、その含まれていない限

度において運賃等の額を加えた価格とすると規定されています。 

（２）法基本通達（以下「基本通達」という。）４－１（１）において、「輸入取引」とは、本邦

に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った

売買であって、通常、現実に貨物を輸入することとなる売買がこれに該当するとされています 

（３）基本通達４－１（３）において、輸入取引における「買手」及び「売手」とは、実質的に自

己の計算と危険負担の下に輸入取引をする者をいい、具体的には、自ら輸入取引における輸入

貨物の品質、数量、価格等について取り決め、瑕疵、数量不足、事故、不良債権等の危険を負

担する者とされています。 

 （４）また、上記(１) の「運賃等の額」として、同項第２号イにおいて、輸入貨物に係る輸入取引

に関し買手により負担される手数料のうち、仲介料その他の手数料（買付けに関し当該買手を

代理する者に対し、当該買付けに係る業務の対価として支払われるものを除く。）は課税価格に

算入するとされています。  

（５）同項第３号において、輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により無償で又は値引

きをして直接又は間接に提供された物品又は役務に要する費用は、上記「運賃等の額」の一つ

として掲げられており、同号イにおいて、輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれ

らに類するもの（以下「材料等」という。）が当該物品の一つとして規定されています。 

（６）さらに、法施行令第１条の５第２項において、材料等を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連

して提供するために要する運賃、保険料その他の費用を買手が負担した場合には、当該負担し

た費用等の額は、材料等の費用の額に含めるものとするとされています。 

（７）法第４条第３項において、本邦にある者（以下この項において「委託者」という。）から委

託を受けた者（以下この項において「受託者」という。）が当該委託者から直接又は間接に提

供された原料又は材料を外国において加工又は組立て（以下この項において「加工等」とい

う。）をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得することを内容とする当該委

託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合には、当該

取引を輸入取引と、当該委託者を買手と、当該受託者を売手と、当該加工等の対価として現実

に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価

格とそれぞれみなして、前二項の規定を適用するとされています。また、この場合において、
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第一項第二号イ中「手数料（買付けに関し当該買手を代理する者に対し、当該買付けに係る業

務の対価として支払われるものを除く。）」とあるのは、「手数料」とすると規定されていま

す。 

 

２．輸入取引の認定について 

輸入者は、電子メール等により輸入貨物の価格・数量・品質・納期等について輸出者と交渉し、交渉

の結果、輸出者が輸入者に見積書を送付します。輸入者は当該見積書を確認し、輸出者との間に委託加

工契約を締結し、輸出者に注文書を送付し、輸出者がこれを受諾することで委託加工契約は成立します。

輸入者と輸出者は当該委託加工契約において、輸入者により無償で提供される材料等、輸出者が製造す

る製品の数量・価格（加工賃）・輸送方法・納期等を取り決め、輸出者は、輸入者から提供を受けた材

料等を別途輸入者から送付を受けた製造工程フローチャートに基づいて加工し、輸入貨物の製造を行い

ます。 

よって、輸入者を委託者、輸出者を受託者とした委託加工契約に基づき輸入貨物が製造されることと

なります。 

以上のことから、当該委託加工契約に基づく取引は、基本通達４－１（１）において規定される「本

邦に拠点を有する者が買手として貨物を本邦に到着させることを目的として売手との間で行った売買

であって、現実に当該貨物が本邦に到着することとなったもの」ではなく、法第４条第３項で規定する

「本邦の委託者から委託を受けた受託者が当該委託者から直接又は間接に提供された原料又は材料を

外国において加工等をし、当該委託者が当該加工等によってできた製品を取得することを内容とする当

該委託者と当該受託者との間の取引に基づき当該製品が本邦に到着することとなる場合」に該当すると

認められます。 

したがって、当該委託加工契約に基づく取引を輸入取引と、輸入者（委託者）を買手と、輸出者（受

託者）を売手と、輸入者から輸出者に支払われる加工賃を現実支払価格とみなして法第４条第１項の規

定を適用することとなります。 

 

３．輸入者がＸ社に支払う業務委託手数料について 

輸入者は、Ｘ社との間で業務委託契約を締結し、輸入者と輸出者との間で締結した委託加工契約に基

づく取引に関し、Ｘ社に業務委託を行い、輸出入の毎船ごとに発生する業務に対する手数料を支払って

います。 

なお、輸入者の説明によると、Ｘ社は輸入者との業務委託契約に基づいて、輸出入関連の業務を行っ

て手数料を受領していますが、本件委託加工契約の取引においてＸ社が危険負担を負うことはなく、Ｘ

社と輸出者との間に業務委託関係あるいは代理関係もなく、手数料を受領している事実もないとしてい

ます。  

（１）輸入貨物の材料等の輸出に係る手数料 

 輸入貨物の材料等の輸出者向けの輸出につき、輸入者とＸ社が締結する業務委託契約は、業務

の範囲を次のとおりとしています。 

 ①船の予約手配と輸入者へのスケジュール案内 

 ②輸入者からの支給品の明細の入手 

 ③輸出用インボイス、P/Lの作成 

 ④通関業者への輸出通関依頼 

 ⑤海上保険の手配 

 ⑥輸出用インボイス、P/L及び B/Lの輸入者へのメール送付 

 ⑦船会社・通関業者からの請求書入手、支払 

⑧海上運賃、船積諸掛、海上保険料の輸入者への請求 

Ｘ社は、当該業務委託契約に基づき、輸入者が輸入貨物の材料等をＥ国へ輸出するに際し、本
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船の手配、通関業者への輸出通関依頼、海上保険の手配等の業務を行い、これらの費用を立て替

えた上で、これに業務委託契約で定められた出荷ごとの手数料を合わせて輸入者に請求します。 

これらの業務内容は、委託加工契約に基づき輸入貨物に組み込まれる材料等を輸出者に提供す

るために行われているものと認められ、輸入者からＸ社に支払われる手数料は、法第４条第１項

第３号イ及び法施行令第１条の５第２項で規定される、輸入貨物に組み込まれている材料等を輸

入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した「運賃、保険料その他の費用」であ

って買手により負担されるものに該当するものと認められます。 

（２）輸入貨物の輸入に係る手数料 

 輸出者が製造した輸入貨物を本邦に輸入するに際し、輸入者とＸ社が締結する業務委託契約は、

業務の範囲を次のとおりとしています。 

①輸出者からの船積書類の入手（ただし、Ｅ国からの船の手配を除く。） 

②入港スケジュールの確認と輸入者への案内 

③製品に対応する支給品の数量・金額の算出 

④輸入申告時の評価申告のための計算書作成 

⑤通関業者への輸入通関依頼 

⑥輸入者への納入手配 

⑦海上保険の手配 

⑧船会社、通関業者からの請求書入手、支払 

⑨海上運賃、通関諸掛、海上保険料の輸入者への請求 

 

 輸入者によると、当該業務委託契約の記載内容のうち、「①輸出者からの船積書類の入手」と

ありますが、実際には輸入者が輸出者から入手しＸ社に提供しているとのことです。また、「⑦海

上保険の手配」、「⑧船会社、通関業者からの請求書入手、支払」のうち船会社からの請求書入手、

支払業務及び「⑨海上運賃、通関諸掛、海上保険料の輸入者への請求」のうち通関諸掛の請求以

外については、CIF取引に変更となったことから、現在は、業務の範囲から外れているとのことで

す。 

Ｘ社は、輸入者が輸出者から輸入貨物を本邦に輸入するに際し、輸入申告時に評価申告する必

要がある材料等の計算書類の作成、通関業者への輸入通関依頼、輸入後の輸入者への納入手配等

の業務を行い、これらの費用を立て替えた上で、これに業務委託契約で定められた出荷ごとの手

数料を合わせて輸入者に請求します。 

これらの業務内容は、委託加工契約に基づき製造された製品を本邦に輸入するための手続きに

関するものと認められ、輸入者からＸ社に支払われる手数料は、法第４条第１項第２号イで規定

されている「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料その他の手数料」に該

当するものではありません。 

 

４．結論 

以上のことから、輸入者が業務委託契約に基づき支払う業務委託手数料のうち、材料等のＥ国への輸

出に係る手数料については、輸入者が法第４条第１項第３号イ及び法施行令第１条の５第２項に規定さ

れている「輸入貨物に組み込まれている材料、部分品又はこれらに類するもの」を輸出者に提供するた

めに要した運賃、保険料その他の費用であって買手により負担されるものに該当することから課税価格

に算入されます。一方、Ｅ国からの輸入に係る手数料については、法第４条第１項第２号イに規定され

ている「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料その他の手数料」には該当しない

ことから輸入貨物の課税価格に算入されません。 

 

        


